
第３章　賃金に関する基準

3-1 労働法で保護される賃金の範囲

　労働者は、働いて得た賃金によって自分や家族の生活を支えて
います。ですから、賃金は労働条件の中でも最も重要なものであ
るといえます。
　賃金の額や支払方法は、労働契約や労働協約・就業規則、また
はその一部である賃金規定に基づいて決められます。一定の期間
ごとに賃金を引き上げる「定期昇給制度」が定められている場合
もあります。
　日本では「春闘」といって、同じ時期に多くの労働組合が一斉
に賃金引き上げの交渉を行いますが、これは賃金制度全体の改善
に関わるものであり、定期昇給とは異なります。春闘の結果は新
聞等でも報道され、労働組合のない会社の賃金にも波及します。
　一方、使用者が最低限守らなければならない基準については法
律で定められています。
　労働基準法は、賃金の定義を、「賃金、給料、手当、賞与その
他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払
うすべてのもの」としています（労働基準法第11条）。
　賞与（ボーナス）や退職金については、必ず支払わなければな
らないという法律上の規定はありませんが、判例では、就業規則
その他によって支給基準が明らかにされており、使用者に支給義
務がある場合、退職金も賃金にあたり、労働基準法による保護の
対象となるとされています。
　なお、賃金の時効は３年（2020年3月31日以前は２年）、退職金
の時効は５年となっています。 
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3-2 最低賃金の保障

　そもそも労働者の賃金が低すぎては生活することができませ
ん。このようなことがないように、最低賃金法では、使用者が労
働者を働かせたときに支払わなければならない賃金の最低額を定
めています。
　最低賃金は、都道府県ごとに決められていますが、企業の本社
がある都道府県ではなく、それぞれの事業場がある都道府県ごと
に定められた額が適用されます。また、派遣労働者の場合は、実
際に働いている派遣先事業所の所在地の最低賃金が適用されます
ので、注意が必要です。
　最低賃金には、都内の全産業に適用される「東京都最低賃金」
と、特定の産業に適用される「特定（産業別）最低賃金」があり
ます。令和６年６月現在、東京都の最低賃金は時間額1,113円で
あり、全ての労働者とその使用者に適用されます。東京都で設定
されている特定（産業別）最低賃金が、現在、東京都最低賃金を
下回っているため、最低賃金法に基づき、当該特定（産業別）最
低賃金対象事業場についても、金額が上位の東京都最低賃金が適
用されています。

◆東京都の最低賃金
地　域 金　額 効力発効日 備　　考

東京都 1,113円 2023.10.1

東京都全域の事業場で働くパー 
トタイム労働者、臨時、アルバ 
イト等を含むすべての労働者に
適用される。
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◆東京都で設定されている特定（産業別）最低賃金の種類
　①自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造
業、航空機・同附属品製造業、②業務用機械器具、電気機械器 
具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業、③はん用
機械器具、生産用機械器具製造業、④鉄鋼業

◆最低賃金の計算から除外される賃金
　最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当や時間外労働、
休日労働及び深夜勤労働の手当（定額としてあらかじめ定めてい
る場合も含む）、臨時に支払われる賃金などは含まれません。また、
賃金が時間給以外で定められている場合は、その賃金を時間あた
りの金額に換算して、最低賃金（時間額）と比較します。

〈比較の例：月給制の場合〉
月 給 額

年間総所定労働時間÷12か月
≧ 最低賃金額（時間額）

※月給額には所定時間外労働賃金（いわゆる残業代）は含まれません。

◆近県の地域別最低賃金
地　域 金　額 効力発効日 備　　考
埼玉県 1,028円 2023.10. １ 神奈川県以外の県については、

一部の産業で特定（産業別）最
低賃金が適用されている。

千葉県 1,026円 2023.10. １
神奈川県 1,112円 2023.10. １
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3-3 賃金支払いの５原則

　労働基準法では賃金の支払いについて次の５つの原則を定めて
います（労働基準法第 24 条）。
①通貨払いの原則
　賃金は、法令又は労働協約で別に定めがある場合を除き、通貨 
で支払わなければなりません。口座振込みによって賃金を支払う
場合には、一定の要件（労働者の同意を得ること、労働者の指定
する本人名義の口座に振り込むこと、賃金の全額が所定の支払日
の午前10時頃までには引き出せること等）を満たしていなければ
なりません。
②直接払いの原則
　賃金は、労働者本人に支払わなければなりません。労働者が未
成年者の場合も、親や後見人に支払ったり、代理人に支払うこと 
はできません。
③全額払いの原則
　賃金から、所得税や社会保険料など、法令で定められているも
の以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合
か、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との間に、労
使協定を結んでおくことが必要です。
④毎月１回以上払いの原則
　賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は毎月１回以
上、支払わなければなりません。
⑤一定期日払いの原則
　賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は期日を決め
て支払わなければなりません。
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◆資金移動業者の口座への賃金支払（デジタル払い）
　令和５年４月より、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座
への資金移動（デジタル払い）が可能となりました。導入にあたっ
ては、労働者の過半数で組織する労働組合か、それがない場合は労
働者の過半数を代表する者と労使協定の締結が必要です。その上
で、労働者に留意事項等を説明し、個別の同意を得る必要がありま
す。賃金のデジタル払いは賃金の支払・受取の選択肢の一つであり、
労働者が希望しない場合はデジタル払いを選択する必要はありませ
ん。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。制
度の詳細は厚生労働省ホームページなどで確認しましょう。

◆労働者の損害賠償責任について
　労働基準法は「損害賠償の予定」を禁じていますが、労働者が
故意または過失により、実際に会社に損害を与えた場合には、そ
の損害を賠償する義務が生じることがあります。
　しかし、会社は労働者の働きによって利益を上げており、危険
責任の原則（業務遂行上のミスから生じる損害は、労働者を指揮
命令する立場である使用者が負担すべきであるという考え方）も
あることから、業務上のリスクを全て労働者に負わせるのは不公
平です（茨石事件　最一小判昭51・７・８）。
　判例では、損害の全額を労働者に負担させることは適当でない
と判断しています。具体的には、労働者本人の責任の程度、違法
性の程度、会社が教育訓練や保険加入など損害発生の防止措置を
とっていたかなどの事情を考慮して、労働者が負担すべき賠償額
が判断されます。
　また、労働者に損害賠償義務がある場合でも、会社が一方的に
給料から賠償額を天引きすることは、賃金の全額払いの原則（労
働基準法第 24 条）に違反する行為となります。
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3-4 休業手当と平均賃金

　会社の経営難や一時的な資材の不足などにより、「会社に来て
もらっても仕事がない」などとして、会社側の都合により仕事を
休むことになった場合、賃金はどうなるでしょうか。
　このような場合、労働者の生活を守るための最低基準として、
労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業
させた場合、使用者は１日あたり平均賃金の100分の60以上の休
業手当を支払わなければならないと定めています（労働基準法第
26条）。ここでいう休業とは、１日の労働時間の一部についての
休業や、社員全員ではなく、特定の労働者を指定した休職も含ま
れるとされています。

◆「使用者の責に帰すべき事由」の考え方
　一般的には、使用者の故意、過失よりも広く、使用者側に起因
する経営、管理上の障害を含むとされています。
　不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当
たりません。ただし、ここでいう不可抗力とは、①その原因が事
業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者
として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故で
あることの２つの要件を満たすものでなければならないと解され
ています。
　例えば、海外の取引先が感染症の影響を受け事業を休止したこ
とに伴って、会社が事業を休止した場合でも、当該取引先への依
存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者
としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断
されることとなります。
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　また、感染症の影響により労働者を休業させる場合でも、在宅
勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能であ
るにもかかわらず、その実施を十分検討しないなど、休業の回避
について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていない
と認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあり
ます。

◆平均賃金の計算
　休業手当を算出する際に用いられる平均賃金とは、原則として、
直前３か月の賃金総額を３か月間の総日数（暦日数）で除した金
額を指します（労働基準法第12条）。なお、賃金が日額や出来高
給で決められ労働日数が少ない場合には、最低保障として、総額
を労働日数で除した６割にあたる額の方が高い場合にはその額が
適用されます。
　平均賃金は、①解雇予告手当、②休業手当、③年次有給休暇の
賃金、④休業補償等の災害補償、⑤減給制裁の制限など、労働基
準法等で定められている手当等の額を算定するときなどの基準に
なっています。
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3-5 制裁と減給

　労働者が、職場規律あるいは企業秩序を乱した場合に、使用者
がその労働者を罰することを制裁といいます。制裁には、口頭注
意や始末書提出などの比較的軽いものから懲戒解雇にいたるま
で、程度に応じて数種類定めていることが多いようです。労働契
約法第15条では、使用者が労働者を懲戒する場合において、当該
懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らし
て、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認めら
れない場合は、その権利を濫用したものとして当該懲戒は無効と
するとしています。
　制裁のうち、労働者が規律違反したことを理由に賃金の一部を
減額することを減給といいます。例えば、遅刻や早退をしたとき
に、実際に仕事をしなかった時間に対する賃金の減額を超えて、
ペナルティとして賃金を減額することは、制裁としての減給にあ
たります。
　減給の制裁について就業規則で定めるときには、減給する事案
１回について、減給総額が平均賃金の１日分の半額を超えてはな
りません。また、事案が複数回生じた場合であっても、個々の減
給の総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の１を超えては
なりません（労働基準法第91条）。
　これを超えて、どうしても減給する必要がある場合には、その
次の賃金支払期間まで減給を先送りしなければならないとされて
います。
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3-6 賃金（労働債権）の保護

　会社の経営が悪化すると、賃金の支払いが遅れたり、全く支払
われなくなる場合があります。また、会社そのものが倒産してし
まうこともあります。そのような場合に、賃金や退職金はどうな
るでしょうか。
　会社に対して、労働者が賃金や退職金として請求できる権利を
労働債権（賃金債権）といいます。労働債権については、労働法
や民法で一定の保護が加えられています。
　例えば民法では、労働債権については、会社の財産から、他の
債権者より優先して弁済を受ける権利である先取特権が認められ
ています。また、会社が倒産した場合の労働債権の取扱いは、倒
産手続の種類により、それぞれの異なる法律によって優先的取扱
いを受けることができます。

◆未払賃金の立替払制度
　しかし、すでに会社の財産が何もないという状況では、賃金の
確保が困難であるのが現実です。
　そこで、賃確法（賃金の支払の確保等に関する法律）では、企
業の倒産に伴って、賃金が支払われないまま退職した労働者に対
して、未払賃金の一部を、国（独立行政法人労働者健康安全機 
構）が事業主に代わって支払う未払賃金の立替払制度を定めてい
ます。
　なお、この制度を利用しても未払賃金が全額支払われるわけで
はありませんし、労働者の未払賃金の全てが、この制度の対象と
なるわけではありませんので注意しましょう。
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◆立替払を受けられる人
　立替払の対象となるのは、次の２つの条件を満たす労働者です。

（1）１年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に労働者
として雇用されていたが、企業の倒産に伴い退職し、２万
円以上の未払賃金が残っている者。

（2）裁判所に対する破産等の申立日（破産等の場合）又は労
働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日

（事実上の倒産の場合）の６か月前の日から２年の間に、
当該企業を退職した者。

◆立替払の対象となる未払賃金
　立替払の対象となる未払賃金とは、退職日の６か月前の日から
労働者健康安全機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支
払期日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」であって、
未払となっているものです。

≪例≫定期賃金締切日が毎月20日、支払期日が毎月26日の場合

定期賃金
１月21日から
２月10日まで
の賃金

労働者健康安全機構
への立替払請求日の
前日

退職日の６か月前の日
（例2023.８.10）

退 職 日
（例2024.２.10）

月７ 月８
26
日

定
期
賃
金

2023年
９月 10月 11月 12月 １月

2024年
２月

26
日

定
期
賃
金

26
日

定
期
賃
金

26
日

定
期
賃
金

26
日

定
期
賃
金

26
日

定
期
賃
金

26
日

定
期
賃
金

　この期間内に支払期日が到来している未払の定期賃金
及び退職手当が立替払の対象になります。

26
日 退職手当

の支払日
４月１日

（　　　　　　　　　　　　　）
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◆立替払を受けられる額 
　立替払を受けられる額は、未払賃金総額の100分の80の金額で
す。ただし、立替払の対象となる未払賃金の総額には限度額が設
けられていますので、未払賃金の総額が限度額を超えるときはこ
の限度額の100分の80が、立替払の上限額となります。

退職時の年齢 未払賃金
の限度額 立替払の上限額

45歳以上 370万円 370×0.8　296万円
30歳以上45歳未満 220万円 220×0.8　176万円
30歳未満 110万円 110×0.8　  88万円

◆立替払の請求手続き
　法律上の倒産（破産、特別清算、民事再生、会社更生）の場合は、
破産管財人等に対して、倒産の事実等の証明を申請します。証明
が得られなかった事項については，労働基準監督署長に確認を申
請します。
　事実上の倒産の場合は、中小企業であって、事業活動が停止し、
再開する見込みがなく、賃金支払能力がないことについて、労働
基準監督署長に認定を申請します。
　さらに、未払賃金の額等について、法律上の倒産の場合には破
産管財人等による証明を、事実上の倒産の場合には労働基準監督
署長による確認を受けたうえで、独立行政法人労働者健康安全機
構に立替払の請求を行うことになります。
　請求は、破産手続開始の決定等がなされた日又は監督署長によ
る事実上の倒産の認定日から２年以内に行う必要があります。
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